
○業務の名称及び業務番号

「新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに
係る事前調査業務（諫早～県境間）委託」

（業務番号：7地環第11号）

    
  ①入 札 説 明 書

  ②業務委託仕様書

  ③競争入札参加資格審査申請書様式

  ④競争入札参加資格申請の手引



入 札 説 明 書

１ 「入札に関する条件」及び「注意事項」

（１）業務の名称及び業務番号

    業 務 名：新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）委託

    業務番号：7 地環第 11 号

（２）業務期間（委託期間）

契約締結日から令和 7 年 11 月 28 日まで

（３）委託内容

  別添「新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）委託仕様書」

のとおり

（４）業務場所

  西九州新幹線（長崎～武雄温泉）沿線のうち、諫早駅から東彼杵町の県境までの区間（諫早市、大村

市、東彼杵町）並びに受託者の業務場所

（５）入札及び開札の日時及び場所

日時：令和 7 年 5 月 28 日（水）１4 時 00 分

  場所：長崎県庁行政棟 7 階 701 会議室（長崎市尾上町３－１）

    ・電送及び郵送による入札は認めない。

    ・なお、入札・開札当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもある

ので、事前に 2（１）の部局に確認すること。

（６）資格審査結果通知書の提示

  入札に参加する者は、入札の執行に先立ち、資格審査結果通知書等（資格審査結果通知書の

  写しのほか、名刺、運転免許証、健康保険証など。）を入札執行者又は補助者に提示すること。

（７）入札書の記載方法

  ①入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

  ②落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

  ③入札金額（首標数字）は訂正することができないこと。

  ④入札書の提出後は、書き換え、撤回することはできないこと。

⑤代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必

要であること。



⑥入札書の宛名は「長崎県知事 大石 賢吾」とすること。

（８）入札保証金

  以下のいずれかで対応すること。

①入札保証金の納付

１）見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の５以上の金額を納

付すること（入札書に記載するのは税抜きであることに注意すること）

２）納付に係る書類の様式は特に定めないが、事前に２（１）の部局へ連絡をしたうえで、次の事  

項を記載した申出書を令和 7 年 5 月 23 日（金）正午までに、2（１）の部局へ提出すること

（書留郵便など配達記録が残るものに限り郵送も可）。

・宛名（長崎県知事）

・作成日

・入札者の住所または所在地、氏名または名称及び代表者名（代表者印（個人の場合、本人

の印）を押印）

・申出内容（「下記業務の入札に参加するにあたって、入札保証金を納付したいので申し出ま

す。」と記載）

・業務名 新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）委

託

・入札保証金納入額

３）申出書を受け取り次第、納付書を送付するので、最寄りの金融機関において納付すること。

４）納付を確認するため、金融機関による領収済みの印鑑が押印されている箇所の写しを

令和７年 5 月 26 日（月）正午までに 2（１）の部局へ提出すること。

②県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する

１）入札保証保険契約の付保額が契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む。）の 100 分

の５以上となることに留意すること。

２）入札保証保険証書は、その写しを令和７年 5 月 23 日（金）までにＦＡＸ等により 2（１）の部

  局に提出し、正本を入札前までに提出すること。

３）入札保証保険期間の終期は、契約締結が見込まれる日までとすること。

③入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法  

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人、国立大学法人法

（平成１５年法律第 112 号）第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人との間に締結した同種、

同規模の契約を締結したことの証明（２件以上）を提出する

１）「同種」については、工事、船舶及び物品を除く契約に限る。

２）「同規模」については、長崎県財務規則により次の３段階に区分して判断する。

            ア ３，０００万円以上

            イ ３，０００万円未満１，０００万円以上

            ウ １，０００万円未満

３）契約を締結したことの証明は契約書の写しで構わない。（原本証明を行ったものを提出）



４）本証明に基づき入札保証金の免除を申請する場合は、該当する契約書の写し（２件）に免  

除申請の旨を記載した申請書（会社名、代表者名を記入し、代表者印を押印）を添え、

令和 7 年 5 月 23 日（金）までに 2（１）の部局へ提出すること。

（９）契約保証金

    ①契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の１００分の１０以上の金額を納付すること。

ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

       １）県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上）を締結し、その証   

書を提出する場合。なお、履行保証保険の契約期間は、契約予定日からとすること。

        ２）開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行

政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人、国立大

学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第 1 項に規定する国立大学法人又は地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第 2 条第１項に規定する地方独立行政法人との間

に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が２件以上あり、その履行証明（２件以

上）を提出する場合。（同種、同規模の考え方については１（８）③１）、２）と同様）

（１０）入札の無効

    次の入札は無効とする。なお、次の①から⑦により無効となった者は、再度の入札に参加することがで

きない。

①競争入札に参加する者に必要な参加資格のない者が入札したとき。

②入札者が法令の規定に違反したとき。

③入札者が連合して入札したとき。

④入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

⑤入札者が他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をしたとき。

⑥指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。

⑦長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受け  

ることが明らかである者が入札したとき。

⑧所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札  

であるとき。

⑨入札者又はその代理人が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。

⑩入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき（入札者が代表者本人である場合に押印し

てある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委

任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。）等、入札者の意思表示が確認できないと

き。

⑪誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。

⑫入札書の首標金額が訂正されているとき。

⑬民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認め

た場合。

⑭その他の入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。



（１１）落札者の決定方法

  ①長崎県財務規則（昭和 39 年長崎県規則第 23 号）第 97 条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で、最低価格をもって申込をした者を契約の相手方とする。

    ②落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上ある時は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、

落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじ  

を引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるも

のとする。

    ③落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、

又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。

④落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等

排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、 落札決定を取り

消すこととする。

【注意事項】第一回目の入札及び開札で落札者が決定しない場合は、入札者立ち会いのもとに、

再度又は再々度の入札及び開札を行うこととする。

（１２）契約書の作成等

  ①落札通知を受けた日から５日（県の休日を除く。）以内に契約が締結できるよう手続きを行うこと。

  ②その他入札、開札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによるもので  

あること。

（１３）競争入札の参加資格

      令和 7 年 4 月 24 日告示に基づく資格審査申請を行い、入札参加資格を有すると認められた者。  

（当該告示は長崎県ホームページに掲載中）

２ その他

（１）当該契約事務に関する担当部局（申請書の交付、提出場所及び問合せ先）

住所：〒850－8570 長崎市尾上町３－１

名称：長崎県県民生活環境部地域環境課（環境監視班）

電話：095-895-2356

FAX：095-895-2572

（２）入札参加資格審査を得るための申請方法等

①入札参加を希望する者は、一般競争入札の参加者の資格等について（令和 7 年 4 月 24 日告

示）に定める審査申請書に必要事項を記載し、関係書類を添えて提出すること。

    ②申請の受付期間は、この入札に関する公告の日から令和７年 5 月 15 日まで（ただし、県の休日を

除く）の午前９時から午後５時までとする。

（３）入札書等の関係様式は公告時に県が示した様式を使用すること。



新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）

委託仕様書

本仕様書は、長崎県（以下「甲」という。）が発注する「新幹線鉄道騒音環境基準類

型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）」（以下「業務」という。）について、

受託者（以下「乙」という。）が遵守しなければならない仕様を示すものである。

１ 目的

  平成 22 年度に県が実施した新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型の当てはめを

見直すにあたり、西九州新幹線（長崎～武雄温泉）沿線の土地利用状況調査等の必

要な調査を委託により実施する。

２ 業務の場所

  西九州新幹線（長崎～武雄温泉）沿線のうち、諫早駅から東彼杵町の県境までの

区間（諫早市、大村市、東彼杵町）並びに受託者の業務場所

３ 業務の委託期間

  契約締結日から令和７年 11 月 28 日（金）まで

４ 調査対象区間

調査の対象区間は、西九州新幹線（長崎～武雄温泉）のうち、諫早駅から東彼杵

町の県境までの本県区間とする。

  

    ○県内の新幹線鉄道区間概要          （単位：キロメートル）

延長 明かり区間 トンネル区間

東彼杵町 8.4 1.2（14％） 7.2（86％）

大村市 14.4 8.8（61％） 5.6（39％）

諫早市
（～諫早駅）

5.3 2.9（55％） 2.4（45％）

計 28.1 12.9（46％） 15.2（54％）

「明かり」とは、トンネル以外の区間（掘割式・嵩高式・地表式）等である。

５ 調査内容等

（１）土地利用状況調査

  調査区間は、諫早駅から東彼杵町の県境までの「明かり区間」及び「トンネル

区間」とする。

調査区域は、沿線地域を諫早駅から東彼杵町の県境に 300 メートルごとに区分

し、その区分した線と軌道中心から両側それぞれ 300 メートルの線で囲んだ区域



を１ブロックとして、その調査区域ごとに次のア、イの調査を行う。

なお、調査にあたっては、長崎県から関係機関への協力依頼は行うが、作業に

必要な電子地図（最新のもので対応すること）は乙が準備するものとする。

ア 用途地域の調査（将来の土地利用を含む。）

沿線地域において、都市計画法に基づく用途地域が定められている地域にあ

っては、その用途地域の範囲及び用途区分の平成 22 年度以降の変更状況を把

握するとともに、都市計画法の用途地域が定められていない地域にあっては、

その土地利用等の状況を調査する。また、今後の用途指定の変更予定等の動向

を調査する。

地図に都市計画法に基づく用途地域及び用途地域外の範囲並びに用途区分の

名称や土地利用等の状況を表示する。

イ 用途地域関連調査

  用途地域関連調査として、次の調査を行うとともに、地図に住宅及び②の施

設の種類ごとに色を区分して着色し、施設記号（施設の区分を示す略称。以下

の②の各施設の《 》内の文字を参照。）及びその名称を表示する。

① 住宅戸数調査

ブロック別に、住宅の数を調査し、その結果を別表に取りまとめる。

なお、アパート等の集合住宅は（ ）書きで内数として記載する。

② 静隠保持施設数等調査

ブロック別に、静隠保持施設の数及び名称について調査し、その結果を別

表に取りまとめる。

（静隠保持施設）

・学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校《記号：

幼または学》

・児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育

所《記号：児》

・医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及

び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有す

るもの《記号：医》

・図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

《記号：図》

・老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養

護老人ホーム《記号：老》

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こ

ども園《記号：保》



③ 居住人口調査

ブロック別に、居住人口を調査し、別表に取りまとめる。

（２）類型指定原案図作成

上記の調査内容等及び「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（平成 12 年

環境庁告示第 78 号を最新の改正とする昭和 50 年７月 29 日環境庁告示第 46 号）

等に基づき、長崎県と協議のうえ、新幹線鉄道騒音に係る類型指定原案図（カラ

ー）（以下「原案図」という。）を作成する。

なお、関係機関からの類型指定に関する要望等について甲は乙に情報提供する

ので、乙はこれを原案図に反映させ、令和７年 9 月 30 日（火）までに原案図（案）

の電子データを提出すること。

また、原案図（案）について甲から修正等の指示があった場合、乙はこれに対

応すること。

６ 打合せ及び協議

打合せ及び協議については、主として次の段階で行うこととし、その他必要に応

じて行う。

  ①業務着手時                  １回

②中間報告時（原案図（案）提出前）        １回

７ 成果品

提出すべき成果品及び提出部数は、次のとおりとする。

（１）「５ 調査内容等」に基づき、調査した結果を示した報告書（地図、写真等の情

報を含む。）［２部］。

（２）（１）とは別に、調査結果を表示した地図のみをまとめたもの［２部］及びそれ

を記録した記録媒体（DVD 等）［１部］。

８ 成果物の提出先及び提出期限

  提出先：長崎県地域環境課

  提出期限：令和７年 11 月 28 日（金）

（ただし、原案図（案）電子データは令和 7 年 9 月 30 日（火））

９ その他

乙は、本仕様書において疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じた

ときは、甲と速やかに協議し、その指示に従うものとする。



（様式第１号）

競争入札参加資格審査申請書

長崎県が発注する新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）委託に

係る競争入札に参加する資格について、関係書類を添えて審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

令和 年  月  日

長崎県知事 大石 賢吾  様

登録番号

本社 郵 便 番 号 －

所 在 地

フリガナ

商号又は名称

フリガナ

代表者職氏名 印

電 話 番 号 ＦＡＸ番号

支社 郵 便 番 号 －

所 在 地

フリガナ

商号又は名称

フリガナ

代表者職氏名 印

電 話 番 号 ＦＡＸ番号

（次のいずれかの番号を○で囲むこと。）

消費税及び地方消費税

１ 課税  ２ 非課税



目     次

１ 誓 約 書（様式第２号）

２ 財 務 関 係 明 細 書

３ 営 業 概 要 書

４ 委 任 状

添 付 書 類

ア 法人にあっては、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

イ 個人にあっては、次の①、②及び③

① 本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書

② 住所地の市町村長が発行する住民票

③ 法務局が発行する成年後見登記制度における登記事項証明書又は登記され

ていないことの証明書

ウ 県税に関し未納がないことを証する証明書

エ 消費税及び地方消費税課税業者にあっては、消費税及び地方消費税の未納が

ないことを証する証明書

オ 印鑑届（様式第３号）



（様式第２号）

１ 誓  約  書

新幹線鉄道騒音環境基準類型指定見直しに係る事前調査業務（諫早～県境間）委託に係る競争入札に参加する資格

を取得したうえは、入札の執行、契約の履行にあたっては関係諸規則を遵守し、決して不正の行為をなさないことを誓約い

たします。

なお、万一違反不正の行為があった場合において資格取消しの処分を受けても異議はありません。

令和  年   月   日

長崎県知事 大石 賢吾  様

所 在 地

商号又は名称                 

代表者氏名                            印



２ 財務関係明細書
貸借対照表                                       令和  年  月  日現在  単位：千円

資 産 の 部 負 債 の 部

流動資産 流動負債

現金及び預金 支払手形

受取手形 買掛金

売掛金 短期借入金

有価証券 未払金

商品・製品・仕掛品 未払費用

原材料及び貯蔵品 賞与引当金

前払金 その他流動負債

短期貸付金

未収金 固定負債

その他の流動資産 長期借入金

貸倒引当金 退職給与引当金

その他固定負債

固定資産

有形固定資産 負債の部 合 計

土地

建物・構築物 資 本 の 部

機械・運搬具 資本金

工具器具・備品

その他有形固定資産 法定準備金

資本準備金

無形固定資産 利益準備金

電話加入権

その他無形固定資産 剰余金

任意積立金

投資等 別途積立金

当期未処分利益

（当期利益）

繰延資産

資本の部 合 計

資産の部合計 負債・資本の部合計

損益計算書（  年  月  日から  年  月  日まで）                              単位：千円

経常損益の部

営業損益の部

（ア）売上高

（イ）売上原価

（ウ）売上総損益[(ア)－(イ)]

（エ）販売費及び一般管理費

（オ）営業利益[(ウ)－(エ)]

営業外損益の部

（カ）営業外収益

（キ）営業外費用

（ク）経常利益[(オ)+((カ)－(キ))]

特別損益の部

（ケ）特別利益

（コ）特別損失

（サ）税引前当期利益[(ク)+((ケ)－(コ))]

（シ）法人税住民税等

（ス）当期利益[(サ)－(シ)]

（セ）前期繰越利益等

（ソ）当期未処分利益[(ス)＋(セ)]



３ 営業概要書

(1) 前２カ年の損益状況                              （単位：千円）

売上高(A)
売上総損益

（売上高－売上原価）
当期利益

(A)のうち長崎

県庁への売上高

直  前

事業年度

基準年度

（注）１ 直前事業年度欄は、基準年度の直前１年間の事業年度の実績を記入すること。

２ 基準年度欄は、基準年度の実績を記入すること。

(2) 前２カ年の自己資本金の状況                          （単位：千円）

自
己
資
本
額

区分 資本金
資 本

準備金

利 益

準備金

任意・別途

積 立 金

当   期

未処分利益
計

直前の事業年度

基 準 年 度

(3) 財務比率                                  

純利益率
当期利益             千円

×100＝          ％
総売上高             千円

固定長期

適 合 率

固定資産計            千円
×100＝          ％

固定負債計＋自己資本計      千円

流動比率
流動資産計            千円

×100＝          ％
流動負債計            千円

（注）小数点以下２位まで計算して２位を四捨五入すること。



(4) 営業実績（販売）

損益計算書と同期間

取 扱 品 目 金   額 営業比率 長崎県庁売上高欄

千円 ％ 千円

合    計

（注）合計欄の額は、損益計算書の売上高と一致すること。



(5) 営業経歴

年 月 日 経      歴  （創業から現在まで）

営 業 年 数 現組織への変更 現組織へ変更後の営業年数

年 月 年 月 日 年 月



(6) 従業員数（常勤の役員を含む。代表は除く。）

従
業
員
数

技術関係職員 人 事務関係職員 人 その他職員 人 合計 人

総従業員数

支社等の従業員数 （               ） （                ） （               ） （              ）

1)技術関係職員の職種別内訳

職 種 別
人      数

資格等の内容
総   数 支 社 等

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（                ）

（注） 支社等の従業員数は支社等に入札の権限を委任する場合に、総従業員数の内数として記入する。

2)総括責任者等の設置可能数

職    種 総括責任者(人) 副総括責任者(人) 技術責任者(人)

※該当する公示を参考に必要な項目のみ記載してください。



3) 上記2)の詳細情報

（総括責任者）

氏   名 職   名 入札に付する業務に係る資格等※              

（副総括責任者）

氏   名 職   名 入札に付する業務に係る資格等※                

（技術責任者）

氏   名 職   名 入札に付する業務に係る資格等※              

※入札に付する業務を実施するにあたり必要と思われる資格等について記載すること。



４ 委  任  状

商号又は

名  称

私は、 役 職 名 を代理人と定め下記権限を

氏  名

委任します。

１ 見積・入札・契約締結の件

２ 物品納入・代金請求・領収の件

委任期間

自 令和  年  月  日

至 令和  年  月  日

令和  年  月  日

所在地

商号又は名称

代表者氏名                                     印

（注） 委任状は、権限を支社（店）長等に委任する場合のみ記入すること。



（様式第３号）

登録番号

印 鑑 届

弊社（店）が貴県との取引上使用する書類には、すべて上記の印鑑を使用いたしますので届け

出ます。

令和  年  月  日

長崎県知事 大石 賢吾  様

所在地

商号又は名称

代表者氏名                          印



（様式第４号）

資 格 審 査 結 果 通 知 書

                             令 和   年 月   日
                                        

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名       

                                      長 崎 県 知 事   大 石 賢 吾     

  さ き に 提 出 さ れ ま し た 競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 に 基 づ き 、 貴 社 の 参 加 資 格 を

審 査 し た 結 果 、 （ 下 記 の と お り 資 格 が あ る 、 資 格 が な い ） も の と 決 定 し ま し た 。

記

  １ 登 録 番 号   

     

  ２ 登 録 年 月 日       

           

  ３ 登 録 品 目 （ 業 種 ）   

  ４ 有 効 期 間



（様式第５号）

資格審査申請事項変更届

令和  年  月  日

長崎県知事 大石 賢吾 様

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ ／ Ｆ Ａ Ｘ

商号又は名称

代表者氏名                                     印

競争入札参加資格審査申請書の記載事項について、下記のとおり変更しましたので届け出ます。

記

変更事項及び変

更 年 月 日
変   更   前 変   更   後

（注） 変更事項の内容に対する証明書類を添付すること。

登録番号



競争入札参加資格申請の手引

長崎県 県民生活環境部 地域環境課
１ 申請書の提出

（１）受付期間

申請の時期は、この入札に関する公示の日から令和7年5月15日（木）まで（県の休日を除く）の

午前９時から午後５時までとします。

（２）提出場所

    〒850-8570 長崎市尾上町３－１

  長崎県県民生活環境部 地域環境課（環境監視班）

       電話 （代表）０９５－８２４－１１１１ 内線：４７60

         （直通）０９５－８９５－２３５６  担当：野崎

（３）その他
     ・資格審査の結果は文書で通知します。

     ・資格の有効期間は資格を付与された日から令和８年３月３１日までとします。

２ 申請書を受付できない方

令和7年4月24日付け一般競争入札の参加者の資格等について（告示）の２の競争入札に参加す

ることができない者に該当する者。

３ 申請書添付書類

申請には「競争入札参加資格審査申請書」のほかに、次の書類が必要です。

区  分 添 付 書 類

①登記簿謄本

（履歴事項全部証明書）

申請人が法人の場合添付。

※申請日前３か月以内に発行されたもの。

（写しも可。ただし、申請者により原本証明がなされたもの）

②身元（分）証明書 申請人が個人の場合添付。本籍地の市町村長発行のもの。

※申請日前３か月以内に発行されたもの。（原本に限る）

③住民票 申請人が個人の場合添付。住所地の市町村長発行のもの。

※申請日前３か月以内に発行されたもの。（原本に限る）

④成年後見登記制度

における登記事項証明書

・申請人が個人の場合添付。東京法務局が証明するもの。

・最寄りの法務局から登記されていないことの証明申請書（登記事項があ

る場合は登記事項証明申請書）を求め、郵送等で証明申請を行う。登記

されていないことの証明は「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記

録がない」証明をとること。

※申請日前３ヶ月以内に発行されたもの。（原本に限る）



⑤納税証明書 ①（都道府）県税に関し未納がないことを証する証明書

・長崎県内に本社又は支店等があるものについては長崎県の県税事

務所が発行したもの。

・長崎県外に本社及び支店等があるものについては本社の所在地の

県（都道府）税事務所が発行したもの。

②消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書

※税務官署が発行したもの。（免税業者は除く）

※申請日前３か月以内に発行されたもの。（原本に限る）

⑥許認可等証明書 営業に関し許可、認可等を必要とする場合のみ。

※申請者により原本証明された写しとする。

４ 申請書の記載方法

（１）競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）

①登録番号は、資格審査を行った後、資格を付与する場合に決定するので、申請書には記入しないこ

と。

②支社（店）等に入札等の権限を委任する場合でも、本社名で申請すること。

１）「所在地」欄においての丁目、番号は「－（ハイフン）」により省略して記載してかまわないこと。

         （例）長崎市尾上町３－１

  ２）「商号又は名称」の欄で株式会社等法人の場合は次のように略号を用いてかまわないこと。

            株式会社－（株） 有限会社－（有） 合名会社－（合） 合資会社－（資）

フリガナの欄はカタカナで記載し、（株）、（有）等のフリガナは記載しないこと。

（例）     ｶﾝｷｮｳ

（株）環境

３）「代表者職氏名」の欄は、氏名のフリガナはカタカナで記載すること。なお、代表者の役職につい

てはフリガナは記載しないこと。

（例）             ｶﾝｷｮｳ ﾀﾛｳ

代表取締役  環境 太郎

４）「電話番号」、「ＦＡＸ番号」の欄は市外局番、市内局番及び番号については、それぞれ

「－（ハイフン）」で区切り、（  ）は用いないこと。

（例） ０９５－８９５－２３５６

   ５）「支社」は、支社等に入札・契約等の権限を委任する場合に記入すること。

③「消費税及び地方消費税」の欄は消費税法に基づく区分で、申請時点で「課税、非課税のいずれ

か該当するもの（番号）」を○で囲むこと。

    ※『消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書』の添付の要否は、ここで判断する

ので、真実に相違ないよう十分留意すること。

（２）誓約書（様式第２号）

   本社の代表者及び入札等の権限を支社等に委任した場合は支社等の代表者もそれぞれ誓約書を

提出すること。

（３）財務関係明細書

   ・金額は、すべて千円単位で記入すること。

   ・基準年度分を記入すること。



   ・決算書の貸借対照表、損益計算書から千円未満を切り捨てて記入すること。従って、合計欄が合わ

ない場合もあることに留意すること。

（４）営業概要書

   「（１）前２カ年の損益状況」

・基準年度及びその前年度分を記入すること。

・「（Ａ）のうち長崎県庁への売上高」は、長崎県（本庁、地方機関、高校、警察等）への売上がある場

合に記入すること。

   「（２）前２カ年の自己資本金の状況」

・基準年度及びその前年度の年度末現在の状況を記入すること。

・個人の場合「資本金」には元入金を記入すること。

   「（４）営業実績（販売）」

・基準年度の販売実績を記入すること。（合計は損益計算書の売上高と一致する。）

・「営業比率」は全体を１００とし、各取扱品目が全体に占める割合を記入する。

   「（５）営業経歴」

「営業年数」及び「現組織へ変更後の営業年数」は月数計算で３０日未満は切り捨てて記入するこ

と。

   「（６）従業員数」

・「総従業員数」は代表者を除く常勤の総従業員数を記入すること。

       ※支社等に権限を委任する場合は「支社等の従業員数（   ）」欄に総従業員数の内数で記入

すること。

・なお、「総括責任者等の設置可能数」の欄には、本委託業務を実施すると仮定した場合に配置可

能な人員を記載すること。

・また、（６）の３）の「入札に付する業務に係る資格等」の欄については、入札に付する業務を実施す

るにあたり必要と思われる資格等について記載すること。

（５）委任状

・支社等に権限を委任する場合は、必ず記入すること。被委任者（受任者）は、支社（店）等の代表

者を記入すること。

・委任期間は、資格を付与された日から令和８年３月３１日までとすること。

       ただし、代金請求・領収の件まで委任する場合は、令和８年５月３１日までとすること。

（６）印鑑届（様式第３号）

・入札、見積、契約、請求書等県と取引をする場合に使用する印（支社等に権限を委任する場合は

支社長等の印）

・使用する印は実印、登記印である必要はない。

５ 資格審査申請事項の変更

競争入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間中に次に掲げる事項について変更があった

ときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届（様式第５号）を提出してください。

（１）商号又は名称

（２）所在地

（３）代表者



（４）資本金（法人の場合）

（５）使用印鑑

（６）委任事項

（７）電話番号


